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令和８年度広島県食品衛生監視指導計画（案）について 

 

１ 要旨・目的 

食品衛生法に基づき、令和８年度における食品衛生に関する監視指導の実施計画を定める。 

 

２ 現状・背景 

食品衛生法において、都道府県知事等は、厚生労働大臣及び内閣総理大臣が定めた監視指導の指 

針に基づき、地域の実情等を踏まえて毎年度監視指導計画を策定し、この計画に基づいて食品衛生

に関する監視指導を実施することとされている。 

 

３ 計画案の概要 

（1） 計画期間 

    令和８年４月１日から令和９年３月31日までの１年間 

 

（2） 策定に当たっての考え方 

「食品の安全に関する基本方針及び推進プラン」（令和３年３月策定）及び食品の安全・安心を

取り巻く現状を踏まえ、効果的な食品衛生対策を実施する。 

 

（3） 取組の方向 

ア 国及び他の都道府県市との連携 

イ 関係部局、保健所設置市等と連携した食品の安全対策の推進 

ウ 重点的・効果的な施設の監視指導の実施 

エ 食品等の試験検査の実施 

オ 情報の集約・危機問題の察知 

カ 食品等事業者自らが実施する衛生管理の推進 

キ 食品の安全に関する情報提供と意見交換の推進 

 

（4） 根拠法令 

食品衛生法（昭和22年法律第233号）第24条第１項及び食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生

監視指導計画等に関する命令（平成21年内閣府・厚生労働省令第７号）第１条第１項 

 

４ スケジュール 

令和８年２月16日から３月17日まで意見募集（パブリックコメント）を実施。 

意見募集（パブリックコメント）を踏まえ、検討後、令和８年３月末までに策定し公表する。 

 

５ その他（関連情報等） 

  － 

  

健康福祉局 

資   料 No.3   令和８年２月 16日 
課 名 健康福祉局食品生活衛生課 
担当者 食品衛生担当監 湯藤 
内 線 3102 
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令和８年度広島県食品衛生監視指導計画の概要（案） 
 

◇ 食品衛生法及び「食品の安全に関する基本方針及び推進プラン」に基づき、令和８年度に実施す 

る食品衛生の監視指導に係る実施計画を定めるものです。 

◇ 保健所等は、食中毒が発生した場合に大規模となるおそれの高い施設に対し、重点的、効果的

な立入検査を行うとともに、食品による危害発生を未然に防ぐため計画的な食品等の試験検査を

行います。 

◇ 食品衛生監視指導時にＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施状況を確認するとともに、講習会等

により、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の定着を図ります。 

 

適用範囲：広島県（保健所設置市である広島市、呉市、福山市を除く。） 

実施期間：令和８年４月１日～令和９年３月 31日 

 

● 国及び他の都道府県市との連携 

◇ 食中毒事案や違反食品事案の発生時には、必要に応じて関係自治体、厚生労働省及び消費者庁

等の関係機関と連携して迅速に対応します。また、広域連携協議会により平常時から関係機関と

連携を図るとともに、複数の都道府県等が関係する食中毒事案発生時には適切に情報共有し、連

携して被害の拡大防止を図ります。 
 

 

● 関係部局、保健所設置市等と連携した食品の安全対策を推進 

◇ 食品安全対策行政連絡会議等を開催し、生産から消費に至る食品の安全確保対策を推進します。 

◇ 食品表示対策連絡会等において関係機関の連携を図るとともに、食品表示対策チームを編成し

通報に基づく疑義案件に対し、関係機関合同で立入調査を行います。 
 
 
● 重点的・効果的な施設の監視指導を実施 

◇ 原材料・製品のリスク等を考慮し施設毎に立入目標回数を設定します。 

年間立入目標延べ件数 １０，０００件 

◇ 時期、立入対象施設、監視項目を定め一斉監視を実施します。 

夏期食品一斉監視（７月～８月） 年末食品一斉監視（12月） 

夏の食中毒予防期間（６月～９月） ノロウイルス食中毒予防期間（11月～１月） 

食品衛生機動班による重点監視（年 12回程度） 食品表示適正化推進月間一斉監視（12月） 

 ◇ 本県の特産である「生かき」の取扱施設、食肉等の取扱施設、集団給食施設、広域流通食品製

造施設及びふぐ処理施設等に対し重点的に監視指導を行います。 
 
 
● 食品等の試験検査を実施 

◇ 食品等による事故防止及び違反食品排除のため、効果的な試験検査を実施します。 

◇ 県内に流通する輸入食品の試験検査を実施します。 

年間試験検査目標件数 ２，９００検体（うち輸入食品２００検体） 

 

● 情報の集約・危機問題の察知 

◇ 食品等事業者による健康被害情報及び自主回収等の報告の徹底を図り、早期の危害把握に努め

ます。 

◇ いわゆる「健康食品」による健康被害の発生時には、関係者と連携して対応し、厚生労働省へ

の報告を行います。 

● 食品等事業者自らが実施する衛生管理を推進 

◇ 食品の安全性を確保するための中心的役割を担う食品衛生責任者並びに食品衛生管理者及び

適正表示推進の核となる食品の適正表示推進者の育成を図ります。 
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◇ ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理基準に合致した施設を認証する食品自主衛生管理

認証制度を推進します。また、監視指導時や講習会等においてＨＡＣＣＰに沿った衛生管理のさ

らなる定着を推進します。 

 ◇ 食品製造業者及び加工業者に対して、消費者の問合せに応じる担当者及び連絡先の明確化を徹

底するとともに、健康被害に繋がるおそれがある事案が発生した場合の保健所への報告等を定め

た緊急時の対応マニュアルの作成を指導します。 

 ◇ 器具又は容器包装に係る食品等事業者が、一般的衛生管理及び法に基づく製造管理基準に沿っ

た衛生管理を適切に実施できるよう、意識向上を図ります。 
 

● 食品の安全に関する情報提供と意見交換の推進 

 ◇ 食品安全推進協議会等の開催を通じて消費者、事業者、生産者等の意見交換と相互理解を進め

るとともに、食品の安全に関する事項について積極的に情報提供します。 

 


